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はじめに

製薬産業といえば，世界的には欧米・日本を中心とする先進国企業が新

薬開発において圧倒的な優位性を誇り，他方ジェネリック医薬品（後発医

薬品）市場を中心に中国，インドの製薬企業が先進国市場を含め市場シェ

アを伸ばしているという産業である。そのなかで後発開発途上国（Least

Developed Country: LDC）の一員であるバングラデシュの製薬産業は，極

めて活発な地場企業によって医薬品の自給に近づいているというユニーク

な事例といってよいだろう。

現在，国内需要の９７％は約２６０の国内企業によって国産されている。そ

の国内企業のほとんどがバングラデシュの地場資本企業である。地場企業

による国内市場占有率は約９割に達し，バングラデシュ国内で生産してい

る多国籍企業の市場占有率は１割にとどまる。一方，医薬品輸出は生産全

体の５％ほどとまだ少ないものの増加傾向にある。このような製薬産業の

発展は，ジェネリック医薬品生産技術における後発性の利益を前提とし，

おもに輸入および外資企業に対する規制を通じた地場資本保護，医薬品規

制の相対的に緩い国内市場等の条件のもとで達成されてきた。

国内経済上の位置づけにおいては，２０１１／１２年度現在，バングラデシュ

の製薬産業は，GDPの約０．８％，大規模製造業の部門別 GDP比では，衣

料品（４６．５％），食品（１１．７％），タバコ（６．２％）に次いで４位（６．０％）の

シェアを占める主要産業である（BBS２０１３）。このセクターで働く労働人

口は２００５年現在約６万８０００人で，そのうち生産労働者約３万１０００人（女性

が約１０％）に対して，管理・販売に従事する労働者が約３万３０００人（同１％）

と，ホワイトカラー労働者のシェアが高い（BBS２０１０）。
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第１節 製薬産業の発展と政策

１．独立前史

１９４７年のインド・パキスタン分離独立以前，英領時代のインドでは，カ

ルカッタ（現コルカタ）が製薬産業の中心だった。Bengal Chemical and

Pharmaceutical Worksと Bengal Immunityの２社で，英領インドのほぼ

全需要を賄っていた（１）。当時の製品は主として血清とワクチンタイプのも

のだった。現在のバングラデシュ，当時の東ベンガル地域の製薬産業は，

パブナ（Pabna）県の Eastern Drug Company（後の EDRUC Ltd.）（２）とクシ

ティア（Kushtia）県にあったもう１社（おもにチンキ剤とアルコールを製造）

のみだった。

分離独立後，東パキスタンで設立された最初の製薬企業は，ボグラ（Bogra）

県の East Bengal Chemical Worksである。同社は上記カルカッタの Bengal

Immunityの元従業員が興した企業である。１９５３年以降には，Glaxoをは

じめとする製薬多国籍企業がパキスタンに投資を始め，当時の首都カラチ

（西パキスタン）に工場を設立した。

１９５９年に誕生した Pharma Pak（後に Pharma Desh）Laboratories Ltd.は，

最新の技術を導入した東パキスタンにおける最初の近代的製薬工場である。

創業者の Dr. A.M.M.Khanはイギリスで薬学の博士号を取得し，イギリス

のいくつかの製薬工場および Glaxo（Pakistan）Ltd.で働いた経験を有して

いた。Dr. Khanは，Albert David，Square，EDRUC，National Laboratories

Ltd.等他の地場企業の近代化も支援した。なお，現在におけるバングラデ

シュ最大の製薬企業 Square Pharmaceuticals Ltd.は，１９５８年パブナ県で誕

生した（３）。

東パキスタンにおける最初の製薬多国籍企業は，１９６１年に設立された

Pakistan Pharmaceutical Industries（後にBangladesh Pharmaceutical Industries

さらに Rhone Poulenc［BD］Ltd.と改編）である。同社は東パキスタンの工

業化を進めた公的機関である東パキスタン工業開発公社（East Pakistan

Industrial Development Corporation: EPIDC）とイギリスのMay & Bakerの
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合弁企業である。１９６０年代は，東パキスタン工業化の黎明期であるが，当

時の主力産業となったジュート，綿繊維工業に限らず製薬部門でも EPIDC

が重要な役割を果たしていたわけである。ただし，ジュート，綿繊維工業

においてはベンガル人企業家の育成が図られたのに対して，製薬部門にお

ける政府のパートナーは外資であった（４）。１９６０年代には，ほかにも６つの

多国籍企業が東パキスタンに投資を行った。バングラデシュ独立後，以下

の名称で知られるようになる，イギリス系の FISONS Bangladesh Ltd.，ICI

（BD）Manufacturing Ltd.，Glaxo（BD）Ltd.，アメリカ系の Squibb（BD）Ltd.,

Pfizer Laboratories（BD）Ltd.，そしてオランダ系の Organon（Bangladesh）

Ltd.である。

２．独立直後の状況

１９６０年代に多国籍企業の参入があったとはいえ，１９７１年の独立前夜には，

西パキスタンに立地する多国籍企業がバングラデシュの国内市場の７５％を

支配していた（５）。その後パキスタンからの供給が途絶えたことにより，バ

ングラデシュ国内に生産拠点をもつ多国籍企業が国内市場を支配するよう

になった（６）。医薬品市場は売り手市場となり，これらの企業は高い収益を

上げた。他方，一定以上の品質の製品を生産している地場製薬企業はわず

かだった（GOB１９７３，２０２）。主要製薬企業が加盟するバングラデシュ医薬

品工業協会（Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries: BAPI）（７）は

独立の翌年，１９７２年に３３企業の加盟で発足した（８）。

一方，独立後の国民の健康状態は，人口の半分以上がタンパク質不足，

人口の３分の１が寄生虫感染や栄養不足による貧血症に罹患しているなど，

極めて厳しい状況にあった（GOB１９７３，４９８）。最初の５カ年計画（１９７３～

１９７８年）は，独立直後の製薬産業の状況について，「多くの製造業者は単

に輸入医薬品のボトル詰めに従事し，外国企業の販売業者と化している，

また品質管理が不十分で模倣品が大量に出回っている」と分析し，必須医

薬品の自給達成と品質管理の強化が目標とされた（GOB１９７３，５２６）。

１９７０年代半ばから，時代遅れとなった１９４０年医薬品法（The Drug Act）
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に代わる新たな医薬品政策の必要性が叫ばれるようになった。実際に新し

い医薬品政策および同政策に基づく法律が制定されるのは１９８２年であるが，

同政策制定に大きな役割を果たしたDr. Zafrullah Chowdhury（ザフルッラー・

チョードリ）によれば，１９７０年代は第三世界の政府が国民の生活改善のた

めに大胆な政策をとり，その能力に対する信頼性を醸成した時代であった（９）。

先進国の多国籍企業が支配していた製薬産業に関しても，同様な出来事が

みられた。たとえば，１９７０年のインド特許法は医薬品について，製造方法

に関する特許（製法特許）のみを認め，新薬に含まれる新規化合物に対す

る特許（物質特許）は認めなかった。その結果，先進国のオリジナル医薬

品を模倣し，ジェネリック医薬品を生産するインド企業の成長の途が拓か

れた（久保２００６）。インドの支援で独立を果たしたバングラデシュにおい

ても，当時はインド型の社会主義的経済体制が志向された。医薬品の確保

にあたっては，政府がヨーロッパの社会主義圏から安いジェネリック医薬

品を，主としてバーター取引で集中的に輸入するといった手立てが講じら

れた。それに対しては，欧米の多国籍医薬品メーカーやその輸入業者から，

東欧の医薬品の品質は劣っているといったキャンペーンが展開された

（Chowdhury１９９６，４６―４８）。

３．国家医薬品政策（１９８２年）の制定

１９８２年に出された国家医薬品政策（National Drug Policy: NDP―１９８２）と，

その指針に基づき同年制定された医薬品（統制）令（Drug［Control］

Ordinance）１９８２年は，地場の製薬企業の成長に対して決定的な影響を及

ぼした。これらの政策と法律を制定したのは，１９８２年３月に誕生したばか

りの H.M. エルシャド（Ershad）が率いる軍事政権である。

１９８２年４月に設置された NDP策定のための専門家委員会報告書によれ

ば，１９８１年当時の医薬品をめぐる状況は次のとおりであった（GOB１９８６）。

� 医薬品支出は全体で１５億タカ（当時約７５００万ドル）だが，その３分の

１近くは不要で役に立たない医薬品（たとえば，ビタミン混合薬，強壮
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剤，アルカリ化薬，腹痛止めシロップなど）である。

� 以前に政府が必須医薬品（１０）と定めた１８２種類の医薬品のうち国内で生

産されているのは９０種類を下回る。

� 国内に１６６の登録製薬企業が存在するが，多国籍企業８社が国内生産

の７５％を占める。中規模の地場企業２５社が１５％，残り１０％は単純な液

剤を製造する小規模企業１３３社が占めている。

� 全製薬企業は，原薬を輸入し製剤のみを行っている。原薬の輸入は年

６億タカ（３０００万ドル）に上る。

� 多国籍企業は，高質の必須医薬品，基礎的原料をつくる技術とノウハ

ウをもっているにもかかわらず，不要な製品を含む単純な製剤のみを

行っている。

� 国内に１６６の製薬企業が存在するにもかかわらず，年に２億５０００万～

３億タカの最終医薬品を輸入しなければならないという状況がある。

� 医薬品の最大小売価格（maximum retail price: MRP）は保健省でなく

商業省が定めており，また小売レベルでMRPを強制実行させる政府

機関がなく，市場価格の変動が大きい。さらに原薬や包装材料に対す

る価格統制がない。

� 全国におよそ１万４０００の医薬品小売店，１２００の卸売店が存在する。

� 公的部門による医薬品消費は１０％，残り９０％は民間部門によって消費

されている。

このような現状認識に基づき，専門家委員会は全登録，ライセンス医薬

品を評価する指針として１６のガイドラインを作成した。そのうち４つの指

針（１２．国内で生産されている同じか類似の代替品が存在する場合には，その

供給が不十分な場合を除き輸入を認めない，１３．国内で生産されている基礎的

医薬品原料の輸入は，供給が十分でない場合以外は認めない，１５．同じか類似

の医薬品が国内で生産されている場合には，外国ブランド医薬品の国内でのラ

イセンス生産を認めない，１６．国内に工場を所有しない多国籍企業による委託

製造を認めない）は，国内製薬産業保護が目的であった。また，指針の１４．

は，多国籍企業の役割について，制酸薬および経口ビタミンの製造を地場
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企業に限定し，多国籍企業の役割は，より製造が難しい製品生産に割り当

てるとした。指針１４．を盛り込んだ背景には，後述するが政治経済的な配

慮があったといわれる（Chowdhury１９９６，５３）。

専門家委員会の提言はそのまま政府によって採用され，NDP―１９８２とし

て発表された。その目的は，以下のとおりである。

（１）必須医薬品の質と量を確保する行政的，法的なサポートを提供する。

（２）医薬品価格を引き下げ，最も競争的な価格での原料購入を確保する。

（３）不要で，必須でない，有害な医薬品を市場から駆逐する。

（４）最終医薬品，原薬，包装材の国内生産を推進する。

（５）医薬品の統制と供給システムに関する政府の関連部局間の調整を確保

する。

（６）医薬品の無駄な乱用を防ぎ，適切な利用を保障するためのモニタリン

グと情報のシステムを開発する。

（７）ユナニ（Unani），アユルヴェーダ（Ayurveda）およびホメオパシー

（homeopathy）医薬品（１１）の科学的開発と利用を振興し，それらを医

薬品法制の対象として規格化と質の確保を図る。

（８）専門的薬剤師の教育と訓練施設の改善によって病院薬局および民間小

売薬局の水準を向上する。

（９）製造管理及び品質管理基準（good manufacturing practice: GMP）を遵守

するために各製薬企業に有資格薬剤師を雇用させる。

上記の目的達成のため，� 必須医薬品の選別，�１９４０年医薬品法の改
正，� 医薬品行政の拡充，� 国内，とくに地場企業による医薬品生産能

力の強化，� 価格統制，� 有資格薬剤師のもとでの販売と利用の促進，

� 伝統的医薬品対策，の項目において行動が必要とされた。

NDP―１９８２および指針の内容は，医薬品（統制）令１９８２年として６月に

公布された。
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国産品
輸入品

地場企業 多国籍企業

企業数 １５６ １０ １２２

医薬品数 ９４９ １７６ ６１７

表１ 医薬品（統制）令１９８２年によって禁止された医薬品

（出所） Chowdhury（１９９６）Table３．３より筆者作成。

図１ 医薬品の国内生産額および輸入額の変化

（出所） Chowdhury（１９９６）Table５．１より筆者作成。原資料はBangladesh Drug Administration。

４．NDP―１９８２および医薬品（統制）令１９８２年の影響

NDP―１９８２は，およそ１５０の医薬品を必須医薬品，そのほかに約１００の医

薬品を補助的医薬品と定めた。この結果，輸入品を含む登録医薬品４３４０品

目のうち，１７４２の医薬品が有害，不適切，治療効果がないと判断された。

製造者別の内訳は表１のとおりである。

これらの医薬品は，同政令施行から３カ月以内に破棄するもの（スケジュー

ルⅠ），６カ月の生産，販売猶予後，当局の指示のもと製剤設計を変更し

登録が認められた場合のみ製造，販売を認めるもの（スケジュールⅡ），９

カ月間は製造，輸入，販売を認めるがその後は禁止する（スケジュールⅢ）

という３つのカテゴリーに分類された。
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新医薬品政策はどのような影響をもたらしたのであろうか。図１が示す

とおり，国内の医薬品生産は急増した。とりわけ地場企業によるシェアは，

１９８１年の３５％から１９９１年には６０％台まで増加した。

多国籍企業が政策の劇的な変化への対応に苦慮しているあいだに，新た

に生まれた空白を素早く埋めることが可能だったのは地場の大手企業であ

る。１９８８年時点で，国内市場シェアトップがSquare（１２．８％），次いでOpsonin

（７．４％），BEXIMCO（４．９％），Acme（３．３％），Pharmadesh（２．０％）となっ

ていた（Kochanek１９９３，３０５）。さらに NDP―１９８２が目標としたとおり，原

料および包装材の輸入価格も大幅に引き下げられ，最大小売価格（MRP）

の低下につながった。Amin and Sonobe（２０１３）は，NDP―１９８２によって

地場企業が成長したおもな理由は，この政策を受けて，経営幹部，エンジ

ニア，熟練労働者など実践的知識，経験をもつ従業員が多数，多国籍企業

から地場企業に移動したことにあると述べている。

他方で，小規模工場による低質，有害な医薬品の氾濫，密輸・闇市場の

横行，伝統的医薬品に関する規制放置，医薬品行政機関の強化が進まず，

医薬品の品質管理が看過されたという負の影響もあった（Kochanek １９９３，

３０６）。

NDP―１９８２および医薬品（統制）令１９８２年の制定によって，バングラデ

シュは，第三世界政府としては世界保健機関（WHO）の推奨する必須医

薬品のスキームを採択，実行した最初の国家となった（Kochanek１９９３，２９４）。

その効果についてはすでにみてきたとおりであるが，同政策，政令に関し

ては多国籍製薬企業とアメリカを代表とする企業の本国政府，また企業と

結びついた国内の医師会などから強い反発を引き起こした（１２）。それにも

かかわらずこれらの政策・政令が制定できたのは，無血クーデターによっ

て政権を掌握したばかりのエルシャド軍事政権が，人心をつかむポピュリ

スト的政策を必要としていたこと，エルシャドの保健問題担当首席顧問

（大臣に相当）が前出の Dr. Zafrullah Chowdhuryなどこの政策推進者と親

しい関係にあったこと，そして当時は戒厳令下で，政策立案から推定まで

秘密裏，迅速に進められたことが大きかった。エルシャド自身はこの政策

の含意をはっきりとは理解していなかったのではないかという見方もある
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（Kochanek１９９３，２９９）。

その後，政策および政令発表後の激しい反発を受けて，エルシャドは，

政令に関するレビュー委員会の設置を余儀なくされた。メンバーのなかに

はアメリカの製薬工業協会の代表らも加わっていた。その結果，生産可能

な医薬品リストを拡大するなど若干の修正が同政令に加えられた（１３）。た

だし，政策・政令の基本的な精神はそのまま堅持された。アメリカの政治

学者 Stanley Kochanekは，政策を支持するWHOをはじめとする国際機

関，途上国，スカンジナビア諸国政府，国際 NGOなどからの国際的な賞

賛が，エルシャドの政策へのコミットメントを支えたと分析している

（Kochanek１９９３，３０３）。

NDP―１９８２と医薬品（統制）令１９８２年の後日談について Kochanekが論

じている。医薬品（統制）令１９８２年が１９８６年，戒厳令解除後成立した国会

で立法化されたとき，製薬企業業界団体 BAPIはこれを積極的に支持した。

それは，業界内の多国籍企業の影響力の低下を示していた。他方，地場製

薬企業の成長が反映されたものであろう，医薬品行政局は徐々に必須医薬

品のリストを拡大していた。そうした状況に対して，１９８７年，Dr. Zafrullah

Chowdhuryによって，医薬品リストを改めて大幅に縮小する新たな医薬

品政策制定の動きが表面化した。しかし，時代は１９８２年時の状況とは大き

く異なっていた。すでに成長し政界へのパイプを作り上げていた地場製薬

企業の存在，エルシャド政権が民政移管し反対勢力の圧力にさらされてい

たこと，エルシャド政権は民間部門の発展と外資導入の政策を掲げていた

こと，加えて新政策策定を掲げるグループ内の内部対立などによって，そ

の試みは失敗した（Kochanek１９９３，３０７―３１４）。

５．国家医薬品政策（２００５年）

NDP―１９８２以来２０年以上の年月を経て新たに制定されたのが，国家医薬

品政策（NDP―２００５）（１４）である。NDP―２００５の制定は，製薬産業を取り巻く

内外の情勢が大きく変わったことに対応する目的で行われた。

同政策は，まず１９８２年から２００２年までの２０年間に，NDP―１９８２および医
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薬品（統制）令１９８２年がもたらした成果を次のように総括している。

� 伝統的医薬品を含む国内の医薬品生産の飛躍的増加。

� 必須医薬品の供給が，１９８１年の１７億３０００万タカから２００２年には４１０億

タカまで増加。

� 地場企業の市場シェアは１９７０年の３０％から２００２年には８０％まで上昇。

� 医薬品価格の安定化。消費者物価指数の上昇比率１７９％に対して，医

薬品市場価格上昇は２０％と抑えられ，実質価格は低下。

� 低品質医薬品の割合は，１９７０年の３６％から２００２年には２％に低下。

� 医薬品輸入量は大幅に減少。

� ユナニ，アユルヴェーダ，ホメオパシー等の医薬品に関する研究と教

育において賞賛に値する進展がみられた。

� 医薬品の輸入依存の低下と有益な医薬品の優先順位づけによって，毎

年６億ドルの外貨を節約。

� 医薬品輸入国だったバングラデシュが医薬品輸出国に転換。

このような国内の製薬産業の飛躍的な成長に加えて，世界的に製薬産業

界，医学，医薬品の使用等において目覚ましい成果が上げられていること，

さらに世界貿易機関（WTO）の傘下でグローバルな自由貿易体制が誕生し

つつあることが医薬品政策の見直しを促した。こうした変化に対して，地

場の製薬企業による輸出拡大とあわせて，外国投資を誘致することが必要

になったと NDP―２００５は述べている。多国籍企業の役割を厳しく限定した

NDP―１９８２からの大きな変更点は，この外国投資に関する姿勢である。

外国および多国籍企業に言及した箇所は以下のとおりである。

「政策の目的と要素」（Objectives and Elements of the Policy）

� 新技術と専門知識の国内移転を約束する外国企業によるバングラデシュ

への投資，製造，医薬品販売を奨励する。

� バングラデシュ国内に生産工場を有する地場企業と多国籍企業に対し

ては，この政策の原則適用において差別しない。
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「政策分野」（Policy Areas）

� 外国，多国籍企業によるバングラデシュにおける投資および医薬品製

造は，アメリカ，イギリス，スイス，ドイツ，フランス，日本，オー

ストラリアのうち最低２カ国において，最低３つの新薬（先発医薬品）

の登録を保有する企業のみ認められる。

� アメリカ，イギリス，スイス，ドイツ，フランス，日本，オーストラ

リアのうち最低２カ国において同じブランド名で登録され，流通して

いる新薬の技術移転と国内流通を奨励するために，外国企業はバング

ラデシュ国内での生産工場の所有の有無にかかわらず，バングラデシュ

のどの企業とも，ライセンス生産に従事できる。

� バングラデシュ国内に生産工場を有しない外国企業は，バングラデシュ

以外での流通のためにのみ，地場のどの企業の工場でも委託製造（toll/

contract manufacturing）を行うことができる。

� バングラデシュ国内に生産工場を有する地場および外国企業は，他の

どの企業からの委託製造も引き受けることができる。

� 技術移転奨励の観点から，外国投資に対して，革新的な救命医薬品原

薬（active pharmaceutical ingredients: API）の国内生産を奨励する。

以上の政策内容から明らかなとおり，NDP―１９８２において厳しく限定さ

れた外国・多国籍企業の活動範囲は，NDP―２００５によって直接投資，ライ

センス・委託生産の形態において大幅に拡大された。他方，その拡大は，

いくつかの条件のもとに許可されている。

第１に，医薬品規制の高い先進国７カ国のうち，最低２カ国以上で登録

された新薬をもつ企業のみ投資，ライセンス生産も含む国内での製造が認

められるという条項がある。これによって地場製薬企業の製品と競合する

ような医薬品，とりわけインド，中国等の類似医薬品との競争から地場製

薬企業を保護すると同時に，国民に対して高品質な新薬へのアクセスを容

易にするということが意図されている。

第２に，地場製薬企業の生産能力の向上が意図されている。ひとつ目は，

上記の条件を満たす新薬に関して，外国企業製品のライセンス生産が認め
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られる。これは地場製薬企業への技術，専門的知識の移転がねらいである。

ふたつ目は，輸出を前提として，バングラデシュに生産工場をもたない外

国企業からの委託生産を受けることを可能にした。これによって，既存設

備の有効活用とともに，バングラデシュ製薬企業の輸出増加がめざされて

いる。

こうした条件と並んで，研究開発，技術に秀でた外資に対しては，全面

的な投資歓迎の姿勢を示している。

外国投資の条件付き活用によって，国民への高品質医薬品の提供，地場

製薬企業の能力向上のふたつを同時に達成するというのが，新しい医薬品

政策の大きなねらいだということができる（１５）。

６．TRIP協定の時限的免除

NDP―２００５制定に至った，バングラデシュの製薬産業をめぐる対外的な

条件変化のひとつが「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS協定）である。

１９９３年に締結された TRIPS協定は，１９９５年に誕生したWTOの設立を

定めたマラケシュ協定の一部を構成する知的所有権に関する協定である。

この協定は原則WTOの全加盟国に適用され，医薬品に関しては製法特許，

物質特許，用途特許，製剤特許が認められる（１６）。特許期間は出願日から

最低２０年と定められている。ただし経過措置として，途上国に対して TRIPS

協定の履行の延期を認めるという条項が盛り込まれていた。これに基づき，

たとえばインドは２００５年の初めまでに国内の特許法の改正を完了した（１７）。

この例外規定は，国連が定義する LDC４９カ国については，万人に対して

医薬品のアクセスを保障し公衆衛生を守るという観点から，現時点では２０１６

年１月１日まで認められている（１８）。すなわち，その間，バングラデシュ

を含む LDCは，他の国・地域では特許によって保護されている医薬品に

対して，特許の付与を免除されているのである（１９）。

TRIPS協定の履行猶予は，バングラデシュの製薬産業に，具体的にどの

ような意味をもつのだろうか。第１に，免除期間中は，他の国では特許を
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付与されている新薬を模倣製造して国内で生産，販売することができる。

第２に，同じ条件を適用されている他の LDC国や特許保護が存在しない

国へ，模倣製造した新薬を輸出することができる。第１，第２の利点は，

LDCのなかでも最大の製薬産業を擁するバングラデシュにとって最も大

きいといえる。また，それゆえ第３の優位点は，２００５年１月１日から医薬

品特許が発効した国において，TRIPS協定第３１条が定める「国家緊急事態

その他の極度の緊急事態」が生じた場合，２００５年以後に特許が効力を生じ

た医薬品について，その輸出要請に対応できる数少ない国のひとつとなり

得るという可能性である。というのも，緊急事態においては，特許の強制

実施が認められるが，実際にはジェネリック製造会社が特許製品の製造許

可を医薬品当局から得た後，製品の製造，販売までのあらゆるプロセスを

完了するのには２，３年かかる可能性がある。対して，バングラデシュは特

許薬を直ちに製造し供給することが理論上可能である（ジェトロ・ダッカ

事務所２００６）。

現実には，TRIPS協定免除がもたらすメリットがどれだけ生かされてい

るのだろうか。TRIPS協定免除の含意や免除撤廃後についての見通しに関

して言及した先行研究のなかには，理論上の可能性について言及はしてい

るものの，具体的な実証に踏み込んだものは，管見のかぎりにおいて見当

たらない（２０）。World Bank（２００８）によれば，現在バングラデシュで販売

されている医薬品の２０％が特許医薬品，残り８０％はジェネリック医薬品と

推計されている。そのジェネリック医薬品のうち，どれだけが物質特許の

切れた後発医薬品なのか，それとも TRIPS協定免除特権によって特許が

適用されていないことから模倣生産できた医薬品なのかは明らかでない。

しかし，後者についてはまだその試みが端緒についたばかりとみられる（２１）。

次節では，入手できた二次資料を基に，NDP―２００５および TRIPS協定免

除等，最近の政策環境の変化をふまえた製薬産業の現状を概観する。
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図２ 国内医薬品売上高の推移

（出所） Saad（２０１２）および Financial Express２０１３年１月２８日付け記事より筆
者作成。元データは IMS.

（注） 国内小売のみ。輸入医薬品および農村市場は含まれていない。

第２節 製薬産業の現状

１．市場規模

BAPIによれば，独立後バングラデシュの医薬品市場は，２００９年までに

１２％の年平均成長率を記録し，２００９年には国内の医薬品市場は８億ドルに

達した（２２）。また別の情報によれば，２００１年から２０１２年までの医薬品市場

の規模は２４５億タカから２０１２年には１０６１億タカと４倍以上に拡大した

（図２）（２３）。この期間の成長率は年に１４％を上回る。

医薬品市場拡大の背景には，保健関連インフラの改善，農村市場への医

薬品のマーケティング浸透，一般の人々の健康に関する意識と購買力の向

上（２４），近代的医療施設の改善等の理由が挙げられる（２５）。また伸びつつあ

る医薬品需要を満たす，供給能力の大幅な拡大が指摘できる。

バングラデシュの製薬企業の製品は大部分がブランド名のついたジェネ

リック医薬品である。市場で販売されている医薬品売上額に占めるジェネ

リック医薬品の割合は８０％，新薬（先発医薬品）はわずか２０％にすぎない（２６）。
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市場シェア
（％）

売上高
（１００万タカ）

Square Pharmaceuticals Ltd. １８．７ １５，７２５．８

Incepta Pharmaceuticals Ltd. ９．３ ７，８５１．５

Beximco Pharmaceuticals Ltd. ８．８ ７，４１５．０

Opsonin Pharma Ltd. ５．１ ４，２７５．４

Renata Ltd. ４．９ ４，０７６．８

Eskayef Bangladesh Ltd. ４．７ ３，９８０．３

ACI Ltd. ４．３ ３，５７８．２

Acme Pharmaceuticals ４．２ ３，５００．７

Aristopharma Ltd. ４．１ ３，４１２．８

Drug International Ltd. ３．７ ３，０７０．２

トップ４社 ４１．９ ３５，２６７．７

トップ１０社 ６７．８ ５６，８８６．５

トップ２０社 ８４．９ ７１，３８２．５

その他企業 １５．１ １２，６６１．６

合計 １００．０ ８４，０４４．１

表２ トップ１０製薬企業の市場シェア（２０１１年）

（出所） Saad（２０１２）より筆者作成。原資料は IMSデータ。

製品としては，４５０種類のジェネリック医薬品が５３００の登録ブランド，８３００

種類の異なる量や濃度で製造されている。抗潰瘍薬，フルキノオロン薬，

抗リウマチ薬，非ステロイド薬，非麻酔性鎮痛薬，抗ヒスタミン剤，経口

抗糖尿病薬など多様な製品が生産されているが，加えて大規模製薬企業の

なかには，制癌剤や抗 HIV薬の製造に着手した企業もある。現在，国内

の医薬品需要の９７％は国産で充足されており，輸入は３％にとどまってい

る。輸入品は，必須救命医薬品や他の高品質医薬品に限られている。

２．主要企業

２０１４年２月現在，医薬品行政総務局（Directorate General of Drug Administra-

tion: DGDA）に登録された医薬品製造企業数は３４１社，そのうち２６４社が現

在操業している（２７）。
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表２は国内市場占有率（２０１１年現在）に基づくトップ１０企業のリストで

ある。

バングラデシュの医薬品市場は，トップ４社で市場シェアが４割を超え

るという，売手寡占市場にある。また，トップ１０企業で６７．８％，トップ２０

社で８４．９％の市場シェアを占め，数でいえば登録企業の９割以上は，残り

１５％の市場で競争している。最大手 Square Pharmaceuticals Ltd.は，１９８５

年以来市場シェア第１位を維持している（Shawon２０１１）。トップ１０企業は

すべて地場資本企業であり，地場企業は市場の９割のシェアを占める。す

でに述べたとおり，１９８０年代初め８社で７５％を占めていた多国籍企業の市

場シェアは，２０１１年にはわずか１０％と大幅に縮小した。現在多国籍企業は，

１１位から２０位までのランクに集中している（付表）。

多国籍企業の市場シェア縮小のおもな原因は，NDP―１９８２による地場資

本優遇措置にあることは確かだが，それによって元々の地場企業が成長し

たというケースとともに，かつての多国籍企業が，地場企業や株主，地元

出身の経営幹部等に資本を売却し撤退したというケースもある。こうした

外資から地場企業に転換した企業は，現在，地場資本の有力企業となって

いる。たとえば Imperial Chemical Industries（ICI）Bangladesh Ltd.は１９９２

年にACIに，Pfizer Bangladeshは１９９２年にRenata Limited（２８）に，SmithKline

& Frenchは１９９０年に Eskayef Bangladesh,Organonは Nuvista Pharmaと

なった。その多くがトップ企業の一角をなす企業である。

また主要地場企業の成長には，NDP―１９８２施行以前における多国籍企業

からのライセンス生産を通じた技術移転の果たした役割が極めて大きい。

たとえば，Square Pharmaceuticalsは１９７４年にベルギーのJansen Pharmaceu-

ticals（アメリカの Johnson and Johnson Internationalの子会社）とライセンス

契約を締結した。同様に Beximco Pharmaceuticals Ltd.は１９８０年にドイツ

の Bayer AG，アメリカの Pharmacia & Upjohn Inc．のライセンス生産を

開始した。これらの協力関係を通じて両社は最初のトレーニングと国際的

な質の水準に関する経験を得ることができた（UNCTAD２０１１，６３）。NDP

―１９８２施行によって，外国企業による委託生産には規制がかけられたが，

その後も，製品，製造工程開発，品質保証，施設のデザイン，建設施工管
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図３ バングラデシュの医薬品輸出動向

（出所） Directorate General of Drug Administrationデータより筆者作成。

理，GMP監査等に関して，外国人専門家の登用は，多くの主要企業で行

われている（UNCTAD２０１１，６４―６５）。

３．輸出

DGDA によれば，近年の医薬品輸出動向は図３のとおりである。図か

ら明らかなとおり２００７年の減少を例外として（２９），輸出は急速に伸びてお

り，２００６年から２０１１年までの５年間で輸出額は６０％近い伸びを示した。

輸出先は８７カ国・地域に達している（表３）（３０）。バングラデシュ医薬品

のおもな輸出先は，医薬品規制が厳しくない中所得国および近隣の低所得

国である。アジアでは，ミャンマー，スリランカ，アフガニスタン，ネパー

ル，ブータン，ベトナム，パキスタンが主たる市場となっている。別ソー

スによれば，２００７年頃まで欧州連合（EU）諸国への輸出が伸びていたが，

これは抗マラリア薬が中心で，第三国向けに欧州の援助機関が購入したも

のとみられる（Gregg and von Uexkull２０１１，２７）。

２０１１年には３９社が輸出に携わっていたが，そのうちトップ３社で５６．１％，

トップ１０社で８４．３％を占めている。輸出においては，国内市場シェア上位

の企業を抑えて，多国籍企業 Novartis（Bangladesh）Ltd.が２１．５％のシェ
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０１．アフガニスタン ２３．香港 ４５．パナマ ６７．アラブ首長国連邦

０２．オーストリア ２４．インド ４６．パプアニューギニア ６８．イギリス

０３．オーストラリア ２５．インドネシア ４７．フィリピン ６９．アメリカ

０４．ブルキナファソ ２６．イタリア ４８．ポーランド ７０．ウクライナ

０５．ベルギー ２７．日本 ４９．ポルトガル ７１．ベネズエラ

０６．ベリーズ ２８．ヨルダン ５０．ドミニカ共和国 ７２．ベトナム

０７．ブータン ２９．ケニア ５１．シンガポール ７３．イエメン

０８．ボツワナ ３０．韓国 ５２．サモア ７４．スワジランド

０９．ブラジル ３１．リビア ５３．スロベニア ７５．セイシェル

１０．カンボジア ３２．マカオ ５４．ソマリア ７６．グアム

１１．コロンビア ３３．マレーシア ５５．南アフリカ ７７．トンガ

１２．コスタリカ ３４．モンゴル ５６．スペイン ７８．トーゴ

１３．チリ ３５．モーリシャス ５７．スリランカ ７９．ガイアナ

１４．中央アメリカ ３６．メキシコ ５８．スーダン ８０．キリバス

１５．デンマーク ３７．ミャンマー ５９．スイス ８１．エチオピア

１６．エジプト ３８．モロッコ ６０．サウジアラビア ８２．イエメン

１７．フィジー ３９．ネパール ６１．ソロモン諸島 ８３．GCC

１８．ガンビア ４０．ニカラグア ６２．タジキスタン ８４．チャド

１９．ドイツ ４１．オランダ ６４．タイ ８５．アゼルバイジャン

２０．ガーナ ４２．ナイジェリア ６３．タンザニア ８６．リビア

２１．グアテマラ ４３．ニュージーランド ６５．チュニジア ８７．リベリア

２２．ホンジュラス ４４．パキスタン ６６．トルコ

輸出企業 輸出額（タカ） シェア（％）

１ Novartis（BD）Ltd. ９０５，６４０，０８０ ２１．５
２ Beximco Pharmaceuticals Ltd. ８０２，４００，０００ １９．０
３ Square Pharmaceuticals Ltd. ６５６，０００，０００ １５．６
４ Incepta Pharmaceuticals Ltd. ４００，０００，０００ ９．５
５ Acme Laboratories Ltd. １７４，１０９，９０６ ４．１
６ Eskayef Bangladesh Ltd. １６０，０００，０００ ３．８
７ Renata Ltd. １４３，３３２，４１０ ３．４
８ Jayson Pharmaceuticals Ltd. １１１，９１６，０００ ２．７
９ Aristopharma Ltd. １１１，３９８，６０７ ２．６
１０ Bio−Pharma Ltd. ８８，０００，０００ ２．１
その他 ６５９，４４４，２５７ １５．７

合計 ４，２１２，２４１，２６０ １００．０

表３ バングラデシュ医薬品の輸出先（２０１１年）

（出所） 図３に同じ。
（注） GCCは，湾岸諸国会議加盟国。

表４ 輸出上位１０社（２０１１年）

（出所） 図３に同じ。
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アを占めて第１位にランクされている（表４）。同社は，１９７３年にCiba Geigy

（Bangladesh）Ltd.としてバングラデシュに参入，１９７９年には，公的部門

のバングラデシュ化学工業公社（Bangladesh Chemical Industries Corporation:

BCIC）との合弁契約を結んだ（３１）。１９９７年，Ciba Geigyと Sandozの合併

により Novartis（Bangladesh）Ltd.が誕生した。同社は１９９５年に初めてベ

トナム向けの輸出に乗り出し，２０００年には EUの GMP認定を受けた最初

のバングラデシュ企業となった。

なお，地場企業のなかでは，Beximco Pharmaceuticalsはサウジアラビ

アのGulf Central Committee for Drug RegistrationおよびブラジルのNational

Health Surveillance Agency（Anvisa），オーストラリアの Therapeutic Goods

Administration（TGA），オーストリアの保健・食品安全局（AGES）よりGMP

認定を受けている。また Square Pharmaceuticalsはイギリスの医薬品医療

製品規制庁（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency: MHRA），

TGAおよびWHOの GMP認定を受けた施設をもっている（UNCTAD２０１１，

６２―６３）。しかし，地場製薬企業は今なお基本的には国内市場に焦点を当て

ており，Beximco Pharmaceuticals Ltd.，Square Pharmaceuticals Ltd.のよ

うに輸出にも力を入れはじめた企業にあっても，輸出は全生産の５％以下

にとどまっている（UNCTAD２０１１，６６）。

輸出品目にはさまざまなジェネリック医薬品以外に HFA 吸入器，坐剤，

鼻内噴，点滴静注用剤など専門医療器具・医薬品も含まれている。

第３節 課題と展望

すでに述べたとおり，バングラデシュの製薬産業に関しては，TRIPS協

定免除とその撤廃が話題とされることが多いが，実際にそのメリットがこ

れまでにどう実現されているか，そのために撤廃によっていかなる損失が

生じるかといった点については，今後さらに詳細な分析が必要であろう。

しかし確実にいえることは，バングラデシュの製薬産業はそのメリットを

生かしきれていないということである。その意味においては，TRIPS協定
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免除撤廃への懸念は実態以上に騒がれているという指摘もある（３２）。

TRIPS協定免除のメリットを減じている要因としてしばしば言及される

のは，APIの輸入依存の高さである。現在，バングラデシュの製薬産業が

用いる APIはその約８０％をインド，中国等から輸入している（３３）。抗生物

質を中心とする API製造に従事しているのは１５社にすぎない（３４）。また，

国内での API製造は，最終の数工程のみを行っているにすぎず，バング

ラデシュの製造業は，まだ APIをゼロから製造する能力を習得していな

いとの調査もある（UNCTAD２０１１，６６）。

API製造については，製造管理および品質管理基準が厳しく，初期投資

は高く，また採算に見合った市場規模の確保が大きな課題である。その対

応策のひとつとして，ダッカから４０キロメートルほどの距離にあるムンシ

ゴンジ（Munshiganj）県に政府が建設中の API製造企業専用工業団地があ

る。集中廃棄物処理プラントや焼却炉などを備えた APIパークには，約

５０企業が入居見込みで，API製造の経済効率を上げることが目されている（３５）。

TRIPS協定免除期間については，地元製薬業界はその延長を強く求めてお

り，２０１６年以後も５～１０年ほどは延長されるのではないかとの希望的観測

もあるが（３６），TRIPS免除の利点を有効活用するための時間は，当然のこ

とながら無限ではない。

また輸出においても現時点ではバングラデシュ製薬企業は，その潜在可

能性をフル活用していないとみられている。既述のとおり，バングラデシュ

医薬品の輸出先は，ほとんどが医薬品に関する規制の弱い，あるいは規制

のない国々である。その原因のひとつに，世界基準の臨床研究組織が国内

にないこと，またジェネリック医薬品製造のために必要な生物学的同等性

実験の施設がないといった問題がある。そのため，国内の企業は外国に送っ

てその検査をしてもらわなければならない。これが価格競争力を引き下げ

ている。また，医薬品規制の高い市場への参入に課される GMP遵守を果

たした企業はまだ少ない。

しかし，この点についても外国機関による臨床研究組織設置の動きや（３７），

先進国の医薬品規制機関からの承認獲得をめざす企業の増加など（３８），事

態は急速に変化している。大手企業 Inceptaの最高経営責任者は，現在イ
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ンドと中国が主要供給国である世界のジェネリック市場の１０％をバングラ

デシュの製薬セクターが獲得するのを目標とし，２００８，２００９年頃からバン

グラデシュ製薬企業による投資が大幅に増加していると述べている（３９）。

表５は，上場企業のうちデータの得られた９社について，２０１２年度の売

上高と固定資産（簿価）を，２００４年度を１００として指標化してみたもので

ある（４０）。バラつきがあるものの，売上高と固定資産の両方とも９社平均

で３倍以上に伸びていることがわかる。

さらに上位３社の固定資産の推移について時系列で示したものが図４で

ある。いずれも２０００年代半ばを境に設備投資を急速に拡大していることが

把握できる。

では，バングラデシュの製薬産業の将来性に関する懸念材料はどこにあ

るだろうか。たとえば，インドや中国等のジェネリック製造先進国に比べ

て，技術，経営スキル，規模，関連産業の厚さ等の観点から，バングラデ

シュの製薬企業の競争力には疑問の声もある（World Bank ２００８，１９）。し

かし，国内市場においては，バングラデシュの製薬産業が，同じような製

品を製造しているインドや中国企業との競争に曝されるということはあり

得ない。なぜならば，NDP―２００５によって，ジェネリック医薬品のみを製

造している企業によるバングラデシュへの投資や，その製品輸入は実質的

売上高 固定資産

平均 ３４５ ３６７

Square Pharmaceuticals Ltd. ３３７ ４０２
ACI Ltd. ３７８ ３７８
Beximco Pharmaceuticals Ltd. ３８７ ２６３
Renata Ltd. ５６８ １，０６０
GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd.＊ ３７２ １７３
Reckitt Benckiser Bangladesh Ltd. ３６３ １９３
The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd. ４４９ ２５４
Ambee Pharma Ltd. １４２ １０６
Libra Infusions Ltd. １１１ ４７２

表５ ２０１２年度の売上高と固定資産規模（２００４＝１００）

（出所） 各年次報告書より鈴木有理佳氏作成。
（注） ＊GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd.は２０１１年度の情報である。
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に認められないからである。

上述のとおり，NDP―２００５は，地場企業を保護しつつ，外資を条件付き

で誘致，あるいは外資との提携を奨励することによって，地場企業の技術・

ノウハウの向上と国民への高品質医薬品の提供を図ろうというものである。

２０００年代半ば以後の企業の急成長と NDP―２００５の関係についてはより深

い分析が必要であるが，企業によっては，その成長要因のひとつに，２００５

年以降に認められた外資との提携関係があるとみられる。たとえば Beximco

Pharmaceuticalsは，国内市場における，より多くのブランド・ジェネリッ

ク医薬品の創造と生産とともに，国際的なジェネリック市場における委託

生産を通じた戦略的パートナーシップが同社の中核的ビジネスであると位

置づけている（４１）。多国籍企業の側にも，費用削減の観点のみならず，市

場としてのバングラデシュへの関心が高まっているため，こうした動きが

今後も拡大していくであろう（４２）。

NDP―１９８２が地場資本の成長の礎をつくったように，外資や外資との提

携企業も含むバングラデシュの製薬産業の今後は，NDP―２００５の全面的な

実施を，しかも TRIPS協定免除が有効であるうちに，どこまで達成でき

るかに大きくかかってくると思われる。

図４ 固定資産の推移（２００４＝１００）

（出所） 表５に同じ。
（注） 固定資産は簿価。
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おわりに

本章では，バングラデシュの製薬産業の成長過程とその要因，現状，そ

して今後の展望について，おもに政策環境に焦点を当てて整理した。結論

はふたつある。第１に，製薬産業，とりわけ地場製薬企業のこれまでの成

長において，国家医薬品政策（NDP―１９８２）が決定的に大きな役割を果た

したことである。第２は，TRIPS協定の撤廃後も視野に入れた今後の成長

可能性については，NDP―１９８２の基本的な柱は残しながら国内外の変化に

対応するために改定された国家医薬品政策（NDP―２００５）のフル活用が重

要という点である。

【注】
�１ 独立前史に関する記述はMasum（１９９２）に多くを負っている。
�２ EDRUC Ltd.は１９４８年に誕生。ダッカとチッタゴンに支社を置き，１９７０／７１年度に
は労働者１３５人を雇用し，約９６品目を生産していた。同社はバングラデシュの代表
的製薬企業のひとつとみなされていた（GOB１９７８，１４５，１５２）。

�３ １９７０／７１年度の Square Pharmaceuticalsの雇用労働者数は約１００人（GOB１９７８，
１５２）。
�４ EPIDCの役割とベンガル民族企業の成長については第１０章を参照。
�５ Bangladesh Tariff Commission内部資料。
�６ MCCIによれば，１９７１年の独立後，全多国籍企業はいったん国有化されたが，１９７２
年の行政令により返還され，大多数の多国籍企業は，１９７２～１９７４年頃にバングラ
デシュ会社法に則って改めて法人化された。

�７ ベンガル語名は Bangladesh Aushad Shilpa Samity。
�８ BAPIのパンフレット “Bangladesh Pharmaceutical Sector”より。
�９ Chowdhuryは１９７３年の OPEC結成，１９７４年のインドの核実験，１９７６年のベトナ
ム戦争でのアメリカの敗北といった出来事を指摘している（Chowdhury１９９６，２６）。

�１０ WHOによれば必須医薬品（essential drugs）とは，大多数の人々が健康を保つ
ために必要不可欠で，決して不足することなく，必要とする人々にとって適切な
投与形態で，誰もがアクセスできる値段で提供される医薬品。１９７８年のアルマ・
アタ宣言においてプライマリーヘルスケア戦略のひとつに盛り込まれた。

�１１ いずれも自然の物質を用いた伝統的，代替的医療・医薬品である。
�１２ その事情については，専門家委員会のメンバーのひとりであった Dr. Zafrullah

Chowdhuryの著書 Chowdhury（１９９６）が，彼の視点から詳細に記述している。
�１３ １９８２年９月に医薬品（統制）令１９８２年を改正する政令が公布された。
�１４ “National Drug Policy２００５”, Ministry of Health & Family Welfare, GOB.
�１５ NDP―２００５の策定にかかわった Radiant Pharmaceuticals Ltd.社長Md. Nasser
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Shahrear Zahedeeによれば，NDP―１９８２では地場製薬企業の保護と引き換えに医薬
品の質が後回しにされた。そのため地場製薬企業の利益を守りつつ，国民の健康
のために質の保証を図ることが NDP―２００５の重要なポイントであった。

�１６ 製法特許は医薬品の製造過程で出てくるアイデアを保護，物質特許は物質その
ものを保護，用途特許は新薬候補化合物の効能，効果を特定した特許，製剤特許
は医薬品の製剤の工夫に関する特許。

�１７ インドの状況については，湊（２００７）を参照。
�１８ ２００１年１１月４日の第４回WTO閣僚会議で採択された TRIPS協定と公衆衛生に
関する宣言（Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health）に基づく。

�１９ 現在バングラデシュにおける知的財産権の保護に関しては，Patents and Designs
Act１９１１年と Patents and Designs Rules１９９３年がある。同法，規則に則って医薬品
の製法特許を取得することはできるが，物質特許は認められていない。実際には
医薬品の製法特許についてもわずかな件数が付与されたのみで，本来ならば国内
法の下位にあるTRIPS免除条項が遵守される形になっている。Radiant Pharmaceuticals
Ltd.社長Md. Nasser Shahrear Zahedeeからの聞き取り（２０１２年１２月２０日）。

�２０ たとえば VanDuzer（２００３），Yusuf（２００６）。
�２１ Arges Pharma Ltd.社長 Abu Zulfiqur Hossainからの聞き取り（２０１３年１１月４日）。
同社は TRIPS協定免除特権をフルに生かしてジェネリック製造を行う初の製薬企
業であることを謳っている。２０１４年には製品販売開始予定。

�２２ BAPI “Bangladesh Pharmaceutical Industry-Vision of Success” mimeo, undated.
�２３ IMSデータにカバーされていない農村市場を考慮に入れれば，実際の市場規模
は５～１０％ほどさらに大きいとみられる（Saad２０１２）。

�２４ 平均寿命は独立時１９７１年の３９．９歳から，１９８０年（５５．２歳），１９９０年（５９．５歳），
２０００年（６４．７歳），２０１１年には６８．９歳まで伸びた（World Bank Data）。
�２５ “Pharma industry: The journey ahead”, Financial Express，２０１２年１０月２５日付け。
�２６ 日本の医薬品市場におけるジェネリック薬のシェアは，２０１１年９月現在金額ベー
スで８．８％，数量ベースで２２．８％（厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/２０１２/
０３/０１.html２０１４年２月１９日アクセス）。
�２７ ３４１の登録企業の内訳は以下のとおり（２０１４年２月７日アクセス），

Functional ２６４
Non-functional ４４
Suspended ３
上記以外にステイタスの定義が不明な企業数が３０あった。

�２８ MCCIによれば，Renata Ltd.の経営はバングラデシュ企業家の手に移っているが，
株式の幾分かをMorgan Stanley Investment Managementとスウェーデンのヘッジ
ファンドマネージャー Brummer and Partnersが保有している。
�２９ ２００７年の減少は同年の政情不安が影響した（Habib and Alam２０１１，６７）。
�３０ MCCIによれば，８７カ国のなかには，サンプルとして送られたケースも数えられ
ている。

�３１ バングラデシュ政府は，現在もNovartisの株式１２．１２％を所有している（“Indecision
over offloading of stakes”, Financial Express，２０１２年１２月３０日付）。
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�３２ Radiant Pharma社長Md. Nasser Shahrear Zahedeeからの聞き取り（２０１３年２
月２０日）。

�３３ “Pharmaceutical industry: Progress and challenges”, The Daily Star，２０１２年６月
２２日付け。
�３４ “Bangladesh: Next pharma hub”, The Daily Star，２０１２年１０月１０日付け。
�３５ ２００８年に始まった APIパークの建設は，２０１２年１２月までに完成の予定だったが，
土地収用等の理由から工事が遅れ，担当部局は２０１５年６月まで猶予を求めている
（“Why so much time is wasted in building API Park?”, Financial Express，２０１３年３
月３日付）。
�３６ MCCI調べ。
�３７ “New horizon opens for drug makers”, The Daily Star，２０１２年８月３０日付け。GHE
（カナダのマックギル大学とアメリカの Centennial Groupのイニシアチブ）とバ
ングラデシュ国際下痢疾患研究センター（International Centre for Diarrhoeal Disease
Research, Bangladesh）のパートナーシップで Bangladesh Clinical Research Organisation
の設置が発表された。製薬企業に対して新薬の臨床試験サービスや，動物実験や
ラボ実験などを含む初期段階の研究開発サービスを提供する。

�３８ ２０１３年までには，２０企業が，イギリス，EU，オーストラリア，湾岸諸国等の医
薬品規制当局から認証を受ける予定である（“Bangladesh: Next pharma hub”, The Daily
Star，２０１２年１０月１０日付）。
�３９ “Bangladesh: Next pharma hub”, The Daily Star，２０１２年１０月１０日付け。
�４０ 上場企業の年次報告書の分析については，研究会のメンバーである鈴木有理佳
氏の協力を仰いだ。記して謝する。

�４１ Beximco Pharmaceuticals Annual Report２０１２,１５.
�４２ 日系企業の例は第１１章を参照。
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ランク 会社名 売上（１，０００万タカ）シェア（％） 備考合 計 ８，０４７．８５ １００．００
１ SQUARE １，５１１．５３ １８．７８
２ INCEPTA PHARMA ７４０．９６ ９．２１
３ BEXIMCO ７０３．８６ ８．７５
４ OPSONIN PHARMA ４０７．８４ ５．０７
５ RENATA ３９１．５６ ４．８７
６ ESKAYEF ３８６．３４ ４．８０
７ ACME ３４２．５７ ４．２６
８ A.C.I. ３３７．８９ ４．２０
９ ARISTOPHARMA ３２４．７９ ４．０４
１０ DRUG INTERNATIONAL ２９２．５４ ３．６３
１１ SANOFI AVENTIS ２０３．８５ ２．５３ MNC
１２ HEALTHCARE PHARMA １５１．３６ １．８８
１３ ORION PHARMA LTD. １４８．８６ １．８５
１４ NOVO NORDISK １４８．０６ １．８４ MNC
１５ GLAXOSMITHKLINE １４５．３９ １．８１ MNC
１６ SANDOZ １３１．２５ １．６３ MNC
１７ GENERAL １２８．４３ １．６０
１８ POPULAR PHARMA １１９．４２ １．４８
１９ NOVARTIS １１６．５３ １．４５ MNC
２０ IBN SINA ９１．７７ １．１４
２１ NUVISTA PHARMA ９１．６２ １．１４
２２ UNIMED &UNIHEALTH ８２．８１ １．０３
２３ SUN PHARMA ７４．３６ ０．９２
２４ GLOBE ６２．５０ ０．７８
２５ ROCHE ６０．１０ ０．７５ MNC
２６ BIO PHARMA ５６．２２ ０．７０
２７ RADIANT PHARMA ５２．９６ ０．６６
２８ PACIFIC ４９．０８ ０．６１
２９ BEACON PHARMA ４２．８９ ０．５３
３０ SMC ３６．６１ ０．４５
３１ JAYSON ３５．０２ ０．４４
３２ KEMIKO PHARMA LTD. ３３．４６ ０．４２
３３ NAVANA ３３．２３ ０．４１
３４ DELTA PHARMA ３２．７２ ０．４１
３５ OPSO SALINE ３２．２８ ０．４０
３６ SERVIER ２９．８８ ０．３７
３７ ORION INFUSION ２９．５７ ０．３７
３８ ALCO PHARMA ２３．５６ ０．２９
３９ APEX PHARMA ２１．８８ ０．２７
４０ SOMATEC ２１．８３ ０．２７
４１ RANGS PHARMA ２１．６９ ０．２７
４２ PHARMADESH ２０．０４ ０．２５
４３ LIBRA １９．２９ ０．２４
４４ MEDIMPEX １４．５４ ０．１８
４５ SILVA PHARMA １２．５６ ０．１６
４６ WHITE HORSE PHARMA １２．４８ ０．１６
４７ RAK PHARMA LTD. １２．３８ ０．１５
４８ ZISKA １１．９７ ０．１５
４９ ASIATIC １０．２３ ０．１３
５０ MODI MUNDI PHARMA ９．５５ ０．１２ MNC

付表 バングラデシュ・トップ５０製薬企業（２０１１年第３四半期）

（出所） MCCI調べ。元データは IMS。
（注） ＭNCは多国籍企業の意。
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